
●公益財団法人高速道路調査会役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規則 
 

平成 ２４年 ４月 １日 
高速道路調査会規則第 １号 

 
改正 平成２６年６月１３日高速道路調査会規則第１号（イ） 

改正 平成３０年３月２７日高速道路調査会規則第１号（ロ）（ハ） 

 
（目 的） 
第１条 この規則は、公益財団法人高速道路調査会（以下「当法人」という。）の定款第１９

条第３項及び第３８条第３項の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等並びに費用に関し

必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（定義等） 
第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 
（１）役員とは、定款第３２条の規定に基づき置かれる理事及び監事をいう。 
（２）常勤役員とは、役員のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。 
（３）非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 
（４）評議員とは、定款第１５条に基づき置かれる者をいう。 
（５）報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」と

いう。）第５条第１３号で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受け取る財産上

の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区分されるも

のをいう。 
（６）費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、宿泊費及び雑費（日当）（以下「旅費等」

という。）及び手数料等の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものをいう。 
 
（常勤役員報酬等の支給） 
第３条 当法人は、常勤役員の職務執行の対価として、定例報酬を支給する。 
２ 役員には、賞与を支給しない。 
３ 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第６条に規定する退職慰労金を支給する

ことができる。 
 
（常勤役員報酬額の決定） 
第４条 当法人の常勤役員の定例報酬月額は、別表第１に定める金額を上限とし、理事長が

理事会の承認を得て決定する。（ロ） 
 
（常勤役員報酬等の支給日及び支給方法） 



第５条 常勤役員の定例報酬は、毎月２５日（その日が休日に当たるときは、その前日におい

て、その日に最も近い休日でない日）に支払うものとする。（ハ） 
２ 報酬等は通貨をもって直接本人に支払う。ただし、あらかじめ本人から依頼があった場

合には、本人名義の金融機関口座に振込むことができるものとする 
３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除する金額及び本人から申出のあった積立金等

を控除して支給する。 
 
（退職慰労金） 
第６条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退

任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支払

うものとする。 
２ 退職慰労金の額は、別表第２「常勤役員の退職慰労金算出要領」により算出される額と

し、功績評価率については、理事長が理事会の承認を得て決定する。 
 
（評議員、非常勤役員及び監事に対する報酬） 
第７条 当法人は、評議員、非常勤役員に対し、評議員会又は理事会出席の都度、別表第３

「評議員会及び理事会出席に対する報酬」のとおり、報酬を支払うことができる。 
２ 非常勤の監事が行う監査及びこれに準ずる業務に対し、別表第４「監査に対する報酬」の

とおり、報酬を支払うことができる。 
 
（費 用） 
第８条 当法人は、役員及び評議員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、

遅滞なく支払うものとする。 
２ 常勤役員には、第３条に規定する報酬とは別に、通勤に要する交通費として、通勤手当を

支給する。 
３ 前項に定める費用は、それぞれの公共交通機関の発行する通勤定期等の種別を勘案のう

え、決定する。 
 
（公 表） 
第９条 当法人は、この規則をもって認定法第２０条第１項に定める報酬等の基準として公

表するものとする。 
 
（改 正） 
第１０条 この規則の改正は、評議員会の決議により行うものとする。 
 
（補 則） 
第１１条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める

ものとする。 



 
附 則 

１ この規則は、公益法人の設立登記の日から施行する。（平成 23 年８月８日評議員会議決） 
２ 財団法人高速道路調査会役員報酬規程（平成２１年４月１日規程第１２号）は廃止する。 
３ 財団法人高速道路調査会費用弁償規程（平成２１年４月１日規程第１５号）は廃止する。 
４ 財団法人高速道路調査会役員退職手当支給規程（平成１６年６月１日規程第１２号）は

廃止する。 

附 則（イ） 

この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（ロ） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（ハ） 

この規則は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

 
別表第１「常勤役員の報酬月額限度額」（イ） 
理事長   １，２５０，０００円 

 副理事長  １，２５０，０００円 
 常務理事  １，０６２，５００円 
ただし、年齢満６６歳までの場合は、最大２割を限度に割増することができる。 

 
別表第２「常勤役員の退職慰労金算出要領」 
 算出数式 （報酬月額）×０．６５×（在職月数）÷１２×（功績評価率）※ 
       
 ※ 功績評価率については、在勤中の功績等に応じ、0.0 から 1.2 の範囲内（標準は 1.0 と

する。）で、理事長が理事会の承認を得て、決定することができる。 
 
別表第３「評議員会及び理事会出席に対する報酬」（イ） 
 会議出席の都度支払う金額は以下のとおりとする。 
    出席一日につき、１０，０００円（消費税等を含み源泉所得税等別。） 
 議事録署名人に対しては、以下の金額を加算する。 
    署名一回につき、１０，０００円（消費税等を含み源泉所得税等別。） 
 
別表第４「監査に対する報酬」（イ） 
 監査及びこれに準ずる業務一日につき、１０，０００円（消費税等を含み源泉所得税等別。） 


